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日
本
国
憲
法
の
性
質

　

日
本
国
憲
法
の
制
定
に
関
し
て
は
、
帝
国
憲
法
改
正
説
、
国
民
主
権
説
な
ど
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
に
も
、
種
々
の
学
説
が
繰
り
広

げ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
所
説
を
概
観
し
て
み
た
い
。

　

（
１
）
井
上
孚
麿

　

ａ　

憲
法
の
精
神

　

井
上
孚
麿
『
憲
法
研
究
』
（
政
教
研
究
会
、
一
九
八
九
年
）
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
と
し
て
は
、
「
憲
法
は
国
の
法
秩
序
の
淵
源
た
り
、

ま
た
一
切
の
強
制
組
織
の
元
締
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
身
を
を
守
る
も
の
は
、
他
の
法
令
と
は
違
つ
て
、
外
面
的
な
る
強
制
力
で
は

な
く
、
専
ら
内
面
的
な
る
遵
法
の
精
神
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
〇
頁
）
、
「
憲
法
を
憲
法
た
ら
し
む
る
も
の
は
、
究
極
に
於
て
、
憲
法
＊
循

「
日
本
国
憲
法
」
論
を
読
む
㈢
（
大
塚
）

一

276



の
精
神
以
外
に
は
な
い
。
飽
く
ま
で
自
国
の
憲
法
を
守
り
、
絶
対
に
こ
れ
を
破
る
べ
か
ら
ず
と
す
る
確
＊
不
抜
の
一
念
が
、
全
国
民
の

間
に
…
あ
ま
ね
く
行
き
亘
つ
て
生
き
て
を
る
場
合
に
始
め
て
、
憲
法
は
名
義
上
の
「
最
高
法
規
と
し
て
の
形
式
的
効
力
」
と
、
実
際
上

の
「
現
実
的
規
律
力
」
と
を
兼
備
す
る
「
生
き
た
法
」
と
な
る
。
」
（
同
上
一
一
頁
）
、
と
し
て
、
憲
法
の
根
底
に
あ
る
ひ
と
ひ
ど
の
遵

守
の
精
神
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ｂ　

占
領
憲
法

　

井
上
は
、
日
本
国
憲
法
の
性
質
に
関
し
て
は
、
占
領
憲
法
で
あ
る
こ
と
は
い
な
め
な
い
と
い
う
。

　

「
草
命
憲
法
の
場
合
は
、
そ
の
暴
力
は
国
の
内
部
の
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
「
占
領
憲
法
」
は
、
国
の
独
立
が
失
は
れ
て
を
る

場
合
に
、
外
来
の
力
に
よ
つ
て
強
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
法
と
し
て
の
権
威
を
欠
く
こ
と
に
就
て
は
、
革
命
憲
法
を
遥

に
凌
駕
す
る
。

　

一 

軍
事
占
領
は
、
国
際
法
か
ら
い
つ
て
も
無
制
限
の
も
の
で
は
な
い
。
就
中
、
占
領
軍
司
令
官
の
現
行
法
尊
重
の
義
務
は
、
ヘ
ー

グ
の
陸
戦
法
規
に
も
明
文
の
規
定
が
あ
る
位
で
あ
つ
て
、
占
領
軍
の
自
衛
の
為
め
の
絶
対
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
現
行
法
の
侵
犯
も

一
時
停
止
も
や
む
を
得
ず
と
し
て
も
、
国
の
根
本
法
た
る
「
憲
法
改
正
」
は
な
し
得
べ
き
で
は
な
い
。
殊
に
、
占
領
終
了
後
に
至

る
迄
も
引
続
き
有
効
な
る
べ
き
や
う
の
「
新
憲
法
を
作
り
又
は
作
ら
し
む
る
」
や
う
な
こ
と
は
、
如
何
な
る
場
合
と
い
へ
ど
も
許

さ
る
べ
き
筈
は
な
い
。
」
（
同
上
二
六
一
七
頁
）

 
 

「
二 

凡
そ
憲
法
の
決
定
は
、
国
の
最
高
の
意
志
決
定
で
あ
る
か
ら
し
て
、
完
全
な
る
自
由
意
志
を
以
て
為
さ
る
る
を
要
し
、
国

の
自
由
意
志
を
全
面
的
に
喪
失
せ
る
被
占
領
中
に
於
て
は
、
い
か
な
る
国
家
と
雖
も
敢
へ
て
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
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に
、
か
か
る
国
内
法
的
、
国
際
法
的
の
制
約
に
も
拘
は
ら
ず
、
占
領
中
に
於
て
も
、
或
は
自
ら
の
思
慮
分
別
の
不
足
乃
至
は
意
志

薄
弱
に
よ
つ
て
、
或
は
占
領
軍
の
強
要
に
よ
つ
て
、
憲
法
の
変
更
が
敢
へ
て
せ
ら
る
る
こ
と
も
あ
る
の
が
歴
史
の
現
実
で
あ
る
。

し
か
も
、
か
く
の
如
く
に
し
て
造
作
せ
ら
れ
た
る
憲
法
が
、
殊
更
に
『
平
和
憲
法
』
『
民
約
憲
法
』
『
民
主
憲
法
』
等
々
と
し
て
僭

称
さ
れ
、
さ
う
し
て
、
そ
れ
敗
戦
国
民
に
よ
つ
て
軽
々
し
く
盲
信
さ
る
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
擬
装
僭
称
軽
信
が

行
は
る
れ
ば
行
す
る
る
程
、
擬
装
権
威
没
落
の
内
的
必
然
性
が
初
め
か
ら
約
束
さ
れ
て
を
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（
同
上
二
七
頁
）

　

「
四 

 

「
占
領
中
、
自
由
喪
失
の
状
態
に
於
て
は
、
憲
法
の
制
定
も
改
正
も
な
さ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
ふ
こ
と
も
、
「
占
領

下
の
暫
定
法
が
、
占
領
終
了
と
同
時
に
失
効
す
」
べ
き
こ
と
も
、
当
然
自
明
の
普
遍
的
公
理
と
も
称
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

（
同
上
二
八
頁
）

　

井
上
は
、
占
領
憲
法
は
日
本
精
神
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

　

「
革
命
憲
法
・
占
領
憲
法
の
場
合
…
は
、
其
の
国
の
固
有
の
伝
統
を
根
本
的
に
絶
滅
し
て
、
「
全
く
新
し
き
」
秩
序
や
組
織
を
創

設
せ
む
と
す
る
の
で
あ
つ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
の
制
度
化
と
か
、
外
制
の
模
倣
又
は
強
制
移
植
が
徹
底
的
に
強
行
せ
ら
る
る
の
で

あ
る
。
」（
35
）「
殊
に
況
ん
や
、
固
有
の
伝
統
を
全
面
的
に
根
絶
し
よ
う
と
す
る
革
命
憲
法
・
占
領
憲
法
に
至
つ
て
は
、
そ
の
内
容
が
、

そ
の
『
国
民
に
と
つ
て
の
福
音
』
な
ど
で
あ
り
う
る
わ
け
も
な
い
」
（
同
上
三
五
頁
）

　

占
領
憲
法
説
の
嚆
矢
は
、
ひ
と
ま
ず
井
上
に
求
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
竹
花
光
範
が
そ
の
立
場
で
あ
っ
た
。
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ｃ　

日
本
国
憲
法

　

日
本
国
憲
法
は
帝
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
し
た
が
っ
た
も
の
の
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
憲
法
の

正
当
性
に
つ
い
て
、
枇
判
し
て
い
る
。

　

「
日
本
国
憲
法
は
、
占
領
中
、
国
家
統
治
の
機
能
が
占
領
軍
に
隷
属
し
、
統
治
意
思
の
自
由
を
喪
失
せ
る
時
期
に
於
て
、
占
領

軍
の
指
図
の
ま
ま
に
、
其
の
占
領
目
的
実
現
の
た
め
に
、
帝
国
憲
法
の
『
全
面
的
改
正
』
の
名
の
下
に
、
実
は
こ
れ
を
「
廃
棄
」

し
て
、
新
規
に
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
憲
法
と
し
て
の
由
緒
来
歴
が
正
し
か
ら
ず
、
内
容
も
正
し
か
ら
ぬ
も
の

な
る
こ
と
は
識
者
を
待
つ
て
始
め
て
知
リ
う
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
」
（
同
上
四
一
頁
）

　

「
そ
の
内
容
に
は
、
日
本
を
再
起
不
能
な
ら
し
む
る
為
め
に
す
る
弱
体
化
の
条
件
が
網
羅
さ
れ
て
を
る
。
」
（
同
上
四
一
頁
）

　

「
憲
法
の
変
改
が
、
既
存
の
憲
法
の
改
正
条
項
に
準
拠
し
て
な
さ
る
べ
き
こ
と
も
、
同
様
に
人
類
普
遍
の
道
理
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
」
（
同
上
四
二
頁
）

　

「
日
本
国
憲
法
は
、
…
敗
戦
占
領
に
よ
つ
て
国
家
意
思
の
自
由
が
全
面
的
に
失
は
れ
て
を
る
場
合
に
、
占
領
軍
の
急
迫
不
当
の

強
要
に
よ
つ
て
、
外
形
的
に
は
改
正
条
項
に
準
拠
し
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
正
統
憲
法
を
廃
棄
し
て
出
現
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
従
つ
て
、
生
き
た
憲
法
の
現
実
的
規
律
力
の
唯
一
の
依
拠
た
る
べ
き
遵
法
の
精
神
を
喚
起
す
る
岳
の
権
威
を
有
し
得
べ
く

も
の
で
は
な
い
」
（
同
上
五
二
頁
）
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「
名
は
憲
法
と
称
せ
ら
れ
て
も
、
実
際
に
於
て
は
『
国
家
統
治
の
洪
範
』
で
も
な
く
、
『
最
高
法
規
』
で
も
な
く
、
単
な
る
被
占

領
基
本
法
規
の
一
片
に
過
ぎ
な
か
つ
た
…
。
し
か
も
、
そ
の
現
実
的
規
律
力
は
占
領
軍
の
強
要
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
て
を
っ
た
の

で
あ
る
。
」
（
同
上
五
三
頁
） 

　

〈
押
し
つ
け
憲
法
、
か
つ
占
領
憲
法
〉
論
の
図
式
が
、
井
上
に
あ
っ
て
論
理
構
成
さ
れ
る
。
井
上
の
理
解
で
は
、
国
体
は
そ
も
そ
も

は
変
更
さ
れ
ず
に
護
持
さ
れ
て
い
る
の
て
あ
っ
て
、
た
だ
憲
法
が
変
更
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

「
天
皇
の
『
見
え
ざ
る
統
冶
』
は
、
占
領
下
と
い
へ
ど
も
暗
黙
の
裡
に
昼
夜
を
捨
て
ず
連
綿
不
断
に
行
は
れ
て
を
つ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
『
凡
ゆ
る
統
治
』
、
就
中
帝
国
憲
法
第
四
条
後
段
の
所
謂
『
統
治
権
を
行
フ
』
こ
と
に
つ
い
て
は
、
占
領
の
結
果
、
進
駐
軍

の
制
限
下
に
立
つ
こ
と
と
な
リ
、
更
に
二
十
二
年
五
月
以
降
は
、
日
本
国
憲
法
が
、
被
占
領
事
務
取
扱
基
本
法
と
し
て
、
行
は
る

る
こ
と
に
な
つ
て
か
ら
は
、
『
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
』
『
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
』
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た

の
で
あ
る
。
帝
国
憲
法
第
四
条
に
『
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
』
と
い
ふ
『
此
の
憲
法
』
が
、
占
領
中
だ
け
『
帝
国
憲

法
』
か
ら
『
日
本
国
憲
法
』
に
変
つ
た
だ
け
の
こ
と
と
思
へ
ば
間
違
ひ
は
な
い
。
」
（
同
上
五
四
頁
）

　

日
本
国
憲
法
が
ま
が
り
な
リ
に
も
最
高
法
規
と
し
て
の
効
力
を
も
ち
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
占
領
軍
の
チ
カ
ラ
を
背
景
と
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。

　

「
占
領
下
の
実
質
的
憲
法
を
見
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
形
式
法
名
目
法
の
み
を
抽
象
的
に
見
た
の
で
は
分
か
ら
ぬ
の
で
あ
つ

て
、
そ
の
背
後
に
、
占
領
軍
の
超
憲
法
的
事
実
力
が
あ
リ
、
更
に
そ
の
背
景
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
、
帝
国
憲
法
の
基
本
原
則
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が
、
不
動
の
不
文
法
と
し
て
控
へ
て
を
つ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
三
段
構
へ
の
構
造
を
、
片
手
落
ち
な
く
公
平
に
円

満
に
把
握
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
占
領
下
の
憲
法
生
活
の
真
相
は
見
る
由
も
な
い
。
」
（
同
上
五
五
頁
）

　

井
上
は
、
国
体
が
護
持
さ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
ノ
リ 

（
上
論
・
勅
語
）
に
よ
っ
て
日
本
国
憲
法
の
効
力
も
担
保
さ
れ
て
い
る

と
み
た
。
帝
国
憲
法
の
制
定
権
者
で
あ
る
天
皇
の
意
志
、
そ
れ
は
国
家
最
高
意
志
の
存
在
が
あ
れ
ぱ
こ
そ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

点
で
、
帝
国
憲
法
改
正
説
と
は
色
合
を
異
に
す
る
。

　

「
こ
の
上
諭
の
う
し
ろ
楯
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
新
憲
法
は
、
其
後
折
に
ふ
れ
事
に
つ
け
て
、
新
憲
法
を
尊
重
す
べ
き
旨
の
勅

語
が
次
々
要
請
さ
れ
て
を
る
。
」
（
同
上
六
二
頁
）

　

「
素
朴
な
る
一
般
国
民
に
と
つ
て
は
、
…
憲
法
の
変
改
が
、
陛
下
の
思
召
に
よ
つ
て
促
進
さ
れ
た
か
の
や
う
に
思
ひ
、
或
は
、

少
く
と
も
思
召
に
反
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
と
思
ひ
、
更
に
は
、
新
憲
法
の
精
神
は
御
嘉
納
に
な
つ
て
を
リ
、

こ
れ
を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
大
御
心
に
副
ふ
所
以
で
あ
る
か
に
思
は
し
め
ら
れ
て
来
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。

而
し
て
、
こ
の
事
が
ま
た
「
新
憲
法
に
対
す
る
反
感
」
を
緩
和
せ
し
め
た
り
、
更
に
は
「
新
憲
法
に
対
す
る
親
和
感
」
を
強
め
し

め
た
り
す
る
上
に
、
如
何
程
重
大
な
る
役
割
を
演
じ
た
か
は
量
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
」
（
同
上
六
二
―
三

頁
）

　

井
上
は
、
天
皇
の
意
志
が
占
領
軍
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

ｄ　

改
正
説
批
判

　

井
上
は
、
帝
国
憲
法
の
改
正
条
項
に
よ
っ
て
日
本
国
憲
法
へ
と
移
リ
変
わ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
改
正
説
に
は
矛
盾
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
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「
改
正
説
は
日
本
国
憲
法
の
有
効
根
拠
を
帝
国
憲
法
第
七
十
三
条
に
よ
る
改
正
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
は
ば
公
権

的
解
釈
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
成
立
は
、
帝
国
憲
法
を
そ
の
七
十
三
条
に
よ
つ
て
改
正
し
た
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
」
（
同
上
九
九
頁
）

　

帝
国
憲
法
の
改
正
と
い
う
体
裁
を
と
り
つ
く
ろ
っ
た
の
は
、
占
領
軍
で
あ
る
。

　

「
占
領
軍
司
令
部
は
憲
法
の
変
改
が
、
『
日
本
国
民
の
自
発
的
要
求
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
』
こ
と
を
吹
聴
す
る
と
共

に
、
憲
法
の
変
改
は
、
『
帝
国
憲
法
第
七
十
三
条
に
よ
る
憲
法
改
正
の
手
続
方
法
』
を
採
る
や
う
に
、
再
三
繰
返
し
て
日
本
政
府

に
指
令
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
〇
〇
頁
）

　

「
若
し
も
不
当
干
渉
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
な
ら
ば
、
占
領
軍
司
令
官
の
不
法
不
当
の
処
置
に
関
す
る
国
際
法
上
及
軍
法
上
の

責
任
問
題
を
惹
起
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
占
領
終
了
後
に
於
て
は
、
憲
法
変
更
の
無
効
及
び
原
状
回
復
に
よ
る
旧
憲
法
復
原
の

問
題
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
に
も
な
り
う
べ
き
こ
と
を
知
悉
し
て
を
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
殊
に
ま
た
、
憲
法
変
更
に
際
し
て
帝
国
憲

法
第
七
十
三
条
に
よ
る
連
鎖
を
な
く
し
て
、
そ
の
為
め
に
。
新
旧
憲
法
間
の
法
的
継
続
が
断
絶
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ

と
に
で
も
な
れ
ば
、
占
領
政
策
の
実
現
に
も
軍
事
裁
判
の
遂
行
に
も
、
賠
償
責
任
の
追
求
に
も
不
便
を
生
ず
る
懸
念
も
あ
り
う
べ

き
こ
と
は
、
司
令
官
側
に
よ
つ
て
も
充
分
に
了
解
せ
ら
れ
て
を
つ
た
で
あ
ら
う
。
」
（
同
上
一
〇
一
頁
）

　

日
本
が
被
占
領
状
態
を
脱
し
、
主
権
回
復
の
際
に
は
、
帝
国
憲
法
の
復
元
へ
の
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
占
領

軍
も
想
定
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

「
憲
法
の
変
改
が
占
領
軍
の
強
要
に
よ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
当
時
の
政
府
と
し
て
は
勿
論
ひ
た
隠
し
に
隠
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
次
第

で
も
あ
リ
、
殊
に
革
命
を
連
想
せ
し
む
る
や
う
な
憲
法
変
革
の
形
式
は
勿
論
忌
避
す
べ
き
で
あ
つ
た
し
、
実
質
的
に
は
否
定
せ
ら
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れ
て
を
る
欽
定
改
正
を
形
式
的
に
で
も
保
持
す
る
為
め
に
も
、
ま
た
実
質
的
に
は
失
は
れ
る
べ
き
法
的
継
続
を
形
式
的
名
目
的
に

な
り
と
も
保
持
せ
む
が
為
め
に
も
、
憲
法
七
十
三
条
に
よ
る
改
正
の
形
式
を
採
用
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
」
（
同
上

一
〇
四
頁
）

　

帝
国
憲
法
の
改
正
手
続
を
援
用
し
た
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
法
的
連
続
制
の
確
保
以
外
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

「
帝
国
憲
法
の
全
面
改
正
、
殊
に
は
帝
国
憲
法
の
実
質
的
廃
棄
は
、
法
的
に
も
不
能
な
る
こ
と
を
も
知
つ
て
を
り
、
欽
定
憲
法

の
形
式
に
民
約
憲
法
の
実
を
盛
り
込
む
こ
と
が
、
七
十
三
条
と
両
立
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
も
熟
知
し
て
を
り
な
が
ら
も
、
占
領
下

の
政
府
は
さ
う
す
る
よ
リ
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
〇
四
頁
）

　

井
上
は
、

　

「
憲
法
改
正
の
紛
更
」=

改
正
の
主
体
の
問
題

　

「
改
正
限
界
突
破
」=

改
正
の
範
囲

以
上
の
諸
点
に
ふ
れ
る
。

　

「
今
次
の
憲
法
改
正
に
際
し
て
、
天
皇
の
発
議
権
そ
の
も
の
が
「
有
名
無
実
」
で
あ
つ
た
・
… 

改
正
草
案
に
対
し
て
幾
多
の
追

加
増
補
的
修
正
が
行
は
れ
た
」
（
同
上
一
一
五
頁
）

　

天
皇
が
改
正
の
主
体
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
み
せ
か
け
な
が
ら
、
占
領
軍
の
意
向
が
最
優
先
さ
れ
た
。
ま
た
、
日
本
国
憲
法
は
、
帝

国
憲
法
の
改
正
範
囲
を
は
る
か
に
こ
え
た
内
容
と
な
つ
た
、
と
井
上
は
考
え
て
い
た
。

ｅ　

革
命
説
批
判

　

井
上
は
、
八
月
革
命
説
に
対
し
て
批
判
し
て
い
る
。
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「
所
謂
現
行
憲
法
擁
護
論
者
ま
で
が
、
帝
国
憲
法
の
「
改
正
」
を
無
効
と
見
る
が
故
に
、
実
際
上
は
有
リ
も
せ
ぬ
「
革
命
」
の

観
念
を
造
作
し
来
リ
て
、
新
憲
法
の
有
効
を
論
証
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
て
を
る
事
実
を
見
て
も
、
現
行
憲
法
の
成
立
が
、

如
何
に
無
理
非
道
の
も
の
で
あ
る
か
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
八
六
頁
）

「
革
命
説
は
改
正
説
の
否
定
か
ら
生
ま
れ
る
。
日
本
国
憲
法
の
成
立
根
拠
を
帝
国
憲
法
の
改
正
に
求
む
る
こ
と
が
無
理
で
あ
る
こ

と
が
余
り
に
も
明
白
で
あ
る
か
ら
し
て
、
現
行
憲
法
有
効
論
者
の
大
多
数
は
改
正
説
を
去
つ
て
革
命
説
に
拠
る
こ
と
と
な
る
。
」（
同

上
一
二
三
頁
）

　

「
現
行
憲
法
が
有
効
で
あ
る
と
い
ふ
建
前
は
飽
く
迄
堅
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
改
正
説
に
代
つ
て
、
何
と
か
し
て
現
行
憲

法
の
有
効
成
立
を
う
ま
く
基
礎
づ
け
る
手
だ
て
は
な
い
も
の
か
と
思
ひ
め
ぐ
ら
し
た
挙
句
、
思
浮
か
ん
だ
の
が
こ
の
「
革
命
」
の

観
念
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
二
四
頁
）

　

「
こ
の
『
革
命
』
は
最
初
か
ら
『
事
実
』
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
法
論
理
上
の
要
求
か
ら
『
擬
制
』
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
そ
の
本
来
の
面
目
が
あ
る
。
」
（
同
上
一
二
七
頁
）

　

「
革
命
説
が
改
正
説
に
優
る
点
は
、
た
だ
七
十
三
条
に
よ
る
改
正
は
有
効
に
成
立
す
る
も
の
に
非
ず
と
し
て
、
改
正
説
を
否
定

し
た
そ
の
尋
常
の
法
理
論
だ
け
で
あ
つ
て
、
そ
の
タ
ト
に
は
な
い
。
」
（
同
上
一
二
六
頁
）

　

押
し
つ
け
憲
法=

占
領
憲
法=

反
・
革
命
説
の
ト
リ
プ
ル
の
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
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ｆ　

日
本
国
憲
法
の
瑕
疵

　

つ
づ
い
て
、
日
本
国
憲
法
の
無
効
論
を
み
て
み
よ
う
。
単
刀
直
入
に
、「
日
本
国
憲
法
は
本
来
無
効
の
立
法
で
あ
る
。
」（
同
上
九
三
頁
）
、

と
断
じ
て
い
る
。
理
由
と
し
て
は
、

　

「
甲 

日
本
国
憲
法
の
制
定
は
、
大
目
本
帝
国
憲
法
の
改
正
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
憲
法
所
定
の
「
改
正
の
限

界
」
を
逸
脱
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
現
に
、
均
し
く
有
効
説
で
あ
り
な
が
ら
も
、
所
謂
革
命
説
の
如

き
は
、
こ
の
理
由
の
み
を
以
て
、
改
正
の
有
効
成
立
を
拒
否
し
て
を
る
位
で
あ
る
。
」
（
同
上
九
三
頁
）

　

「
乙 

日
本
国
憲
法
の
成
立
は
単
に
改
正
の
限
界
を
逸
脱
し
て
な
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
改
正
」
の
名
に
於
て
、
帝
国
憲

法
そ
の
も
の
を
全
面
的
に
「
廃
棄
」
し
て
を
る
。
」
（
同
上
九
三
―
九
四
頁
）

　

「
丙　

日
本
国
憲
法
の
成
立
の
全
過
程
を
通
じ
て
急
迫
不
当
の
強
要
が
行
は
れ
た
こ
と
も
今
は
内
外
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
…

自
由
意
思
の
存
在
を
必
要
要
件
と
す
る
こ
と
は
、
普
遍
妥
当
的
な
理
法
で
あ
る
。
一
個
の
根
本
法
た
る
憲
法
の
改
正
が
完
全
な
る

意
思
の
自
由
な
く
し
て
有
効
に
成
立
し
う
べ
き
道
理
は
な
い
。
」
（
同
上
九
四
頁
）

　

「
丁 

…
占
領
下
に
於
け
る
「
一
般
、
包
括
的
な
る
隷
属
関
係
の
存
在
」
で
あ
る
。
占
領
中
は
、
国
の
自
主
独
立
は
失
は
れ
、
天

皇
も
政
府
も
占
領
軍
司
令
官
に
従
属
す
べ
き
も
の
と
せ
ら
れ
、
統
治
意
思
の
自
由
は
失
は
れ
て
を
る
。
凡
そ
か
か
る
状
態
下
に
於

て
は
、
た
と
へ
個
々
具
体
的
な
る
威
迫
が
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
一
国
の
基
礎
法
た
る
憲
法
の
変
改
が
有
効
に
行
は
れ
得
べ
き
筈
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は
な
い
。
」
（
同
上
九
四
頁
）

　

以
上
の
四
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
井
上
は
、
甲
乙
丙
丁
の
「
四
つ
の
条
件
は
、
そ
の
い
づ
れ
か
の
一
つ
丈
で
も
、
優
に
、
憲
法
変

更
の
有
効
成
立
を
阻
却
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
九
四
頁
）
、
と
の
結
論
で
あ
っ
た
。
日
本
国
憲
法
に
は
正
当
性
が
欠
如
し

て
い
る
、
と
い
う
井
上
見
解
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
井
上
『
現
憲
法
無
効
論
』
（
日
本
教
文
社
、
一
九
七
五
年
）
、
『
井
上
孚
麿
憲
法
論
集
』
（
神
社
新
報
社
、
一
九
七
七
年
）
も
参

照
の
こ
と
。

　

（
２
）
小
森
義
峯

　

小
森
義
峯
『
日
本
憲
法
大
綱
』
（
嵯
峨
野
書
院
、
一
九
七
四
年
）
、
『
天
皇
と
憲
法
』
（
皇
学
館
大
学
出
版
部
、
一
九
八
五
年
）
に
目
を

通
し
て
み
た
い
。

ａ　

日
本
国
憲
法
の
性
格

　

帝
国
憲
法
の
改
正
と
し
て
日
本
国
憲
法
は
誕
生
し
た
と
い
う
一
般
的
な
理
解
に
つ
い
て
、
小
森
は
疑
問
を
提
起
す
る
。

　

「
わ
が
大
日
本
帝
国
憲
法
は
欽
定
憲
法
に
属
す
る
が
、
そ
の
改
正
は
天
皇
と
帝
国
議
会
の
合
意
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る

か
ら
、
帝
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
協
定
憲
法
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
日
本

国
憲
法
が
帝
国
憲
法
改
正
案
と
し
て
、
帝
国
憲
法
の
定
め
る
改
正
手
続
に
よ
リ
、
天
皇
の
発
議
・
帝
国
議
会
の
議
決
・
天
皇
の
裁

可
を
経
て
成
立
し
た
と
い
う
事
実
に
照
し
て
み
て
、
協
定
説
が
正
し
い
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
日
本
国
憲
法
の

成
立
に
つ
い
て
は
、
こ
の
外
に
、
天
皇
の
非
常
大
権
の
発
動
に
よ
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
や
占
領
軍
に
よ
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
憲

法
草
案
の
強
制
な
ど
、
極
め
て
複
雑
な
事
情
が
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
、
単
純
に
帝
国
憲
法
第
七
三
条
に
基
づ
く
改
正
で
あ
る
、
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と
だ
け
で
割
切
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」
（
大
綱
二
二
頁
）

　

小
森
も
ま
た
、
基
本
的
に
は
国
体
の
変
更
は
な
い
と
す
る
。

　

「
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
は
、学
説
は
分
れ
て
お
り
、
共
和
制
憲
法
だ
と
説
く
者
も
多
い
が
、
…
わ
が
国
の
伝
統
的
な
国
体
法
（
帝

国
憲
法
の
規
定
で
い
え
ば
、
第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
）
に
矛
盾
す
る
日
本
国
憲
法
の
規
定
そ
の
も
の
が
無
効
だ
、
と
解
釈
す
る

私
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
天
皇
は
依
然
と
し
て
『
統
治
権
の
総
攬
者
』
で
あ
リ
、
『
元
首
』
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
日
本
が
君
主
制

憲
法
の
国
で
あ
る
こ
と
は
今
も
全
く
変
わ
り
な
い
。
」
（
同
上
二
三
頁
）

Ｂ　

学
説
批
判

　

小
森
は
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
関
す
る
諸
学
説
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
ま
ず
は
、
無
効
論
で
あ
る
。

　

「
日
本
国
憲
法
は
『
法
理
上
本
来
無
効
』
な
も
の
と
し
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
公
の
機
関
に
よ
る
無
効
確
認
の
行
為

が
あ
る
ま
で
は
、
『
一
応
有
効
な
も
の
た
る
推
定
』
を
受
け
る
、
と
説
く
も
の
で
あ
る
。
…
こ
の
理
論
は
、
本
来
無
効
な
る
日
本

国
憲
法
が
、
公
の
確
認
が
行
わ
れ
な
い
以
上
、
現
実
に
は
一
応
有
効
な
も
の
で
あ
リ
、
従
っ
て
、
国
の
最
高
法
規
と
し
て
守
っ
て

行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
説
く
と
こ
ろ
に
、
結
局
は
学
理
解
釈
の
法
理
論
と
し
て
の
徹
底
性
を
欠
き
、
実
際
に
は
日
本
国
憲
法
有
効

論
＝
帝
国
憲
法
無
効
論
に
堕
し
て
い
る
と
い
う
嫌
い
が
あ
る
。
」
（
同
上
一
七
七
―
一
七
八
頁
）

　

つ
ぎ
に
、
改
正
説
で
あ
る
。

　

「
こ
の
改
正
説
に
立
つ
た
め
の
前
提
と
な
る
法
理
と
し
て
、
憲
法
の
改
正
に
限
界
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
き
、
無
限
界
説
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の
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
理
論
は
、
日
本
国
憲
法
が
占
領
下
占
領
軍
の
強
制
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
い

う
厳
然
た
る
事
実
や
民
族
不
動
の
確
信
で
あ
っ
た
国
体
が
日
本
民
族
の
自
由
な
意
思
に
よ
ら
ず
に
変
革
さ
れ
た
と
い
う
問
題
に
答

え
て
い
な
い
と
い
う
大
き
な
難
点
が
あ
る
。
」
（
同
上
一
七
四
頁
）

　

さ
ら
に
、
革
命
説
に
関
し
て
は
、

　

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
…
無
理
に
「
国
民
主
権
主
義
」
を
要
求
し
て
い
た
と
強
弁
し
て
い
る
点
、
昭
和
二
十
年
八
月
に
は
（
そ
れ

以
後
も
勿
論
）
革
命
と
い
う
政
治
的
・
社
会
的
現
象
が
日
本
に
は
全
く
怒
っ
て
い
な
い
点
な
ど
に
、
大
き
な
難
点
が
あ
る
。
」
（
同

上
一
七
九
頁
）

　

同
宣
言
に
い
う
「
民
主
主
義
と
は
、
「
民
意
」
乃
至
「
公
論
」
を
尊
重
す
る
政
治
形
式
、
こ
れ
を
制
度
論
と
し
て
い
え
ば
、
議

会
制
民
主
主
義
と
い
う
意
味
に
外
な
ら
ず
、
革
命
説
が
説
く
よ
う
な
「
民
主
主
義
的
国
民
主
権
」
と
い
う
解
釈
は
生
れ
る
筈
は
な

い
。
」
（
天
皇
三
四
六
頁
）

　

同
宣
言
に
い
う
「
日
本
国
人
と
は
、
天
皇
を
含
む
す
べ
て
の
日
本
国
籍
を
持
つ
日
本
人
の
意
で
あ
っ
て
、
革
命
説
が
説
く
よ
う

な
、
天
皇
を
除
外
し
た
意
味
に
お
け
る
狭
義
の
国
民
、
い
い
か
え
れ
ば
、
国
民
主
権
主
義
と
い
う
場
合
の
意
味
は
出
て
く
る
筈
は

な
い
。
」
（
天
皇
三
四
六
頁
）
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「
革
命
説
は
、
こ
の
外
圧
を
革
命
と
い
う
内
圧
に
転
化
し
、
問
題
を
完
全
に
す
リ
替
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
憲
法
の
根
本

的
変
革
は
、
必
ず
し
も
常
に
内
圧
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
外
圧
に
よ
っ
て
も
起
こ
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
故
意
に
目
を

蔽
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
（
天
皇
三
四
八
頁
）

　

最
後
に
、
小
森
自
身
の
非
常
大
権
説
で
あ
る
。

　

「
終
戦
の
詔
書
の
冒
頭
に
、「
朕
（
中
略
）
非
常
ノ
措
置
ヲ
以
テ
時
局
ヲ
収
拾
セ
ム
ト
欲
シ
…
」
と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
帝
国
憲
法
第
三
一
条
に
基
づ
く
非
常
大
権
の
発
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
起
点

と
し
て
成
立
し
た
日
本
国
憲
法
も
ま
た
必
然
的
に
非
常
大
権
の
発
動
の
結
果
生
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
日
本
国
憲
法
は
暫
定
基
本
法
的
性
格
を
有
す
る
と
解
す
る
学
説
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
見
解
を
と
る
」
（
大
綱
一
七
九
頁
）

ｃ　

非
常
大
権
説

　

い
ま
し
ば
ら
く
、
小
森
の
非
常
大
権
説
の
説
明
を
聞
い
て
お
こ
う
。

　

「
非
常
大
権
は
、
国
家
の
存
立
の
保
持
と
い
う
国
家
の
最
大
目
的
達
成
の
た
め
、
巳
む
を
得
ず
―
例
え
ば
、
緊
急
勅
令
大
権
や

戒
厳
大
権
の
発
動
に
よ
っ
て
十
分
に
間
に
合
う
場
合
に
は
『
巳
む
を
得
ず
』
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
一
発
動
さ
れ
る
一
種
の
超

憲
法
的
な
大
権
で
あ
る
か
ら
、
帝
国
憲
法
上
の
規
定
と
し
て
は
、
第
二
章
の
中
に
存
在
す
る
が
、
国
家
の
存
立
を
保
全
す
る
た
め

に
唯
一
の
必
要
手
段
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
発
動
の
対
象
範
囲
は
第
二
章
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
条

項
に
及
び
、
そ
の
発
動
の
形
式
・
方
法
・
範
囲
等
に
憲
法
上
の
制
約
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
…
昭
和
二
十
年
八
月
十
四
日
に

日
本
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
、
非
常
大
権
の
発
動
の
結
果
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

（
87
）
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ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
、
天
皇
の
非
常
大
権
に
基
づ
い
た
行
為
で
あ
る
。

　

「
戒
厳
大
権
は
、
憲
法
上
の
大
権
で
あ
る
の
に
対
し
、
非
常
大
権
は
、
国
家
存
立
の
た
め
に
巳
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
憲
法

上
の
諸
規
定
を
も
一
時
そ
の
効
力
を
停
止
せ
し
め
得
る
と
い
う
超
憲
法
的
な
大
権
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
八
〇
頁
）

　

国
体
の
護
持
の
た
め
に
、
非
常
大
権
が
行
使
さ
れ
た
。

　

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
、
勿
論
『
条
約
』
の
一
種
で
あ
る
が
、
日
本
国
の
運
命
を
左
右
し
、
帝
国
憲
法
の
諸
規
定
に
も
影
響
を
与

え
る
よ
う
な
重
大
な
内
容
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
受
諾
は
、
帝
国
憲
法
第
一
三
条
に
基
づ
く
外
交
大
権
だ
け
で
は

不
可
能
で
あ
っ
て
、
帝
国
憲
法
第
三
一
条
に
基
づ
く
非
常
大
権
の
発
動
に
よ
っ
て
の
み
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
、
と
解
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
」
（
同
上
一
八
三
頁
）

　

同
様
に
、
帝
国
憲
法
の
改
正
も
天
皇
の
非
常
大
権
に
よ
リ
、
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

「
日
本
国
憲
法
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
基
点
と
し
て
成
立
し
た
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
の
結
果
、
占
領
軍
に
よ
る
諸

種
の
占
領
政
策
が
行
わ
れ
、
そ
の
重
要
な
占
領
政
策
の
一
貫
と
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
に
基
づ
く
日
本
国
憲
法
の
制
定
が
共

用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
成
立
も
ま
た
非
常
大
権
の
発
動
の
結
果
に
基
づ
く
。
し
か
る
に
、
非
常
大
権

の
発
動
は
非
常
事
態
を
切
リ
抜
け
る
た
め
に
巳
む
を
得
ず
な
さ
れ
る
暫
定
的
な
措
置
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
暫
定
的
な

非
常
措
置
の
結
果
成
立
し
た
日
本
国
憲
法
も
ま
た
暫
定
的
な
法
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
暫
定
的
な

法
は
、
国
家
活
動
の
根
底
を
な
す
真
の
意
味
の
国
家
の
根
本
法
、
即
ち
、
憲
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
名
目
的
に
は
如
何

に
「
日
本
国
憲
法
」
と
称
し
て
も
、
真
実
の
意
味
で
は
「
憲
法
」
と
い
う
名
に
価
せ
ず
、
「
基
本
法
」
と
い
う
名
を
与
え
う
る
に

す
ぎ
な
い
。
基
本
法
は
、
憲
法
よ
り
劣
位
の
法
規
範
で
あ
る
法
律
の
一
種
で
あ
る
が
、
唯
通
常
の
法
律
と
異
な
り
、
国
家
生
活
の
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全
面
に
わ
た
り
基
本
的
な
事
項
を
包
括
的
に
規
定
し
て
い
る
法
律
と
い
う
意
昧
で
あ
る
。
非
常
大
権
の
発
動
の
結
果
と
し
て
生
れ

た
「
日
本
国
憲
法
」
の
性
格
は
、
帝
国
憲
法
と
の
関
連
に
お
け
る
純
粋
な
法
理
の
点
か
ら
言
え
ば
、
憲
法
で
は
な
く
て
、
基
本
法

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
同
上
一
八
一
―
一
八
二
頁
）

　

日
本
国
憲
法
は
、
あ
く
ま
で
も
国
家
基
本
法
の
域
を
で
な
い
。
憲
法
と
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
非
常
事

態
〈
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
一
占
領
状
態
一
日
本
国
憲
法
制
定
一
主
権
回
復
〉
が
終
結
し
た
段
階
で
、
日
本
国
憲
法
は
そ
の
効
力
を
喪
失

す
る
。

　

「
法
理
論
上
か
ら
言
え
ば
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
の
平
和
条
約
発
効
の
時
点
で
、
非
常
大
権
の
発
動
は
解
除
さ
れ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
非
常
大
権
の
発
動
は
、
そ
の
性
質
上
、
非
常
事
態
を
乗
切
る
た
め
の
必
要
最
小
限
に
止
ま
る
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
、

終
戦
の
聖
断
に
よ
る
非
常
大
権
の
発
動
と
い
う
の
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
関
係
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

前
提
要
件
を
な
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
が
失
効
し
、
占
領
が
解
除
さ
れ
た
時
点
、
い
い
か
え
れ
ば
、
平
和
条
約
が
発
効
し
た
時
点
で
、

必
然
的
に
非
常
大
権
の
発
動
は
解
除
さ
れ
た
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
常
大
権
の
発
動
が
解
除
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
帝
国
憲
法
が
全
面
的
に
復
原
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
の
わ
が
国
の

法
体
系
の
下
で
も
、
帝
国
憲
法
ほ
、
そ
の
基
礎
に
、
わ
が
国
最
高
の
規
範
と
し
て
、
厳
然
と
横
た
わ
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
本

国
憲
法
と
帝
国
憲
法
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
…
暫
定
基
本
法
的
性
格
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
日
本
国
憲
法
は
、
帝
国

憲
法
と
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
の
み
有
効
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
八
二
頁
）

　

そ
う
は
い
い
つ
つ
も
、
日
本
国
憲
法
が
廃
棄
さ
れ
ず
に
存
続
し
て
い
る
状
況
を
、
小
森
は
ど
う
み
て
い
る
の
か
。

「
平
和
条
約
発
効
後
の
わ
が
国
法
体
系
は
、
名
実
と
も
に
憲
法
で
あ
る
『
大
日
本
帝
国
憲
法
』
と
法
的
効
力
と
い
う
点
で
は
基
本
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法
で
あ
る
「
日
本
国
憲
法
」
と
の
二
重
構
造
性
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
復
雑
な
二
重
構
造
を
な
く
し
て
、
す
っ
き
り
と

し
た
一
元
的
な
国
法
構
造
に
変
え
て
行
く
こ
と
が
、
今
後
の
日
本
の
国
家
生
活
の
根
本
的
な
安
定
の
た
め
に
不
可
欠
の
課
題
で
あ

る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
有
権
的
な
方
法
に
よ
リ
、
明
確
な
形
で
『
日
本
国
憲
法
の
無
効
宣
言
』
及
び
『
帝
国
憲
法
の
復
原
宣
言
』

を
行
い
、
し
か
る
後
に
、
帝
国
憲
法
の
部
分
的
改
正
及
び
そ
れ
に
付
随
し
た
関
係
法
令
の
整
備
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
」
（
同
上
一
八
三
頁
）

　

帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
の
重
畳
的
な
法
秩
序
が
、
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帝
国
憲
法
の

復
元
で
あ
る
。

　

「
私
見
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
、
日
本
国
憲
法
の
規
定
の
中
で
、
国
体
法
に
関
係
す
る
部
分
は
、
帝
国
憲
法
及
び
そ
の
基
礎
に
横

た
わ
っ
て
い
る
日
本
の
伝
統
的
な
国
体
法
と
全
面
的
に
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
政

体
法
に
関
係
す
る
部
分
は
、
帝
国
憲
法
が
そ
の
内
容
と
し
て
い
た
近
代
的
な
立
憲
政
体
と
基
本
的
に
は
矛
盾
し
な
い
か
ら
、
原
則

と
し
て
有
効
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
八
四
頁
）

　

帝
国
憲
法
が
正
統
憲
法
な
の
で
あ
る
。

ｅ　

諸
説
と
の
関
係

　

非
常
大
権
説
と
帝
国
憲
法
改
正
説
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
小
森
は
、

　

「
非
常
大
権
説
は
、
日
本
国
憲
法
を
帝
国
憲
法
の
基
礎
の
上
に
置
き
、
帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
と
の
法
的
連
続
性
を
認
め
る

点
で
、
革
命
説
と
異
な
り
、
改
正
説
と
同
じ
見
解
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
非
常
大
権
説
が
、
帝
国
憲
法
第
三
一
条
の
非
常
大
権

一
そ
れ
は
、
…
占
領
軍
の
タ
ト
圧
を
当
然
に
予
想
し
、
包
含
し
て
い
る
一
に
そ
の
根
拠
を
置
き
、
日
本
国
憲
法
を
暫
定
的
な
基
本
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法
と
認
め
る
の
に
対
し
て
、
改
正
説
は
、
帝
国
憲
法
第
七
三
条
に
そ
の
根
拠
を
置
き
、
占
領
軍
の
外
圧
を
不
問
に
付
し
、
日
本
国

憲
法
を
名
実
共
に
憲
法
と
認
め
、
昭
和
二
二
年
五
月
三
日
以
後
は
帝
国
憲
法
を
憲
法
と
は
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
両
者
は
本
質

的
に
異
な
る
。
」
（
同
上
三
五
七
―
三
五
八
頁
）

と
論
じ
て
い
る
。
非
常
大
権
説
と
日
本
国
憲
法
無
効
説
と
の
相
違
は
、

　

「
非
常
大
権
説
は
、
日
本
国
憲
法
の
憲
法
と
し
て
の
効
力
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
無
効
論
と
同
じ
見
解
を
と
る
が
、
無
効

論
が
、
日
本
国
憲
法
の
一
切
の
法
的
効
力
を
そ
の
も
の
ま
で
も
認
め
な
い
…
の
に
対
し
て
、
非
常
大
権
説
は
、
日
本
国
憲
法
を
非

常
大
権
下
の
暫
定
的
措
置
と
し
て
の
基
本
法
的
効
力
、
即
ち
、
暫
定
基
本
法
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
本
質

的
に
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
無
効
論
は
、
帝
国
憲
法
第
七
五
条
が
摂
政
の
下
に
お
け
る
憲
法
の
改
正
を
禁
じ
、
フ
ラ
ン
ス
第
四
共

和
国
憲
法
第
九
四
条
が
外
国
軍
隊
の
占
領
下
に
お
け
る
憲
法
改
正
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
占
領
下
と
い
う
極
度
に

異
常
な
状
態
の
下
で
行
わ
れ
た
日
本
国
憲
法
の
成
立
の
無
効
性
を
主
張
す
る
が
、
実
は
非
常
大
権
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
中
に
、

そ
の
よ
う
な
極
度
に
異
常
な
状
態
の
す
べ
て
が
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
、
非
常
大
権
説
は
、

無
効
論
の
立
場
を
も
大
き
く
包
み
容
れ
た
す
ぐ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
同
上
三
五
八
頁
）

と
説
明
し
て
い
る
。

ｆ　

復
原
論

　

非
常
大
権
の
解
除
と
帝
国
憲
法
へ
の
復
原
が
、
小
森
の
最
終
結
論
で
あ
る
。

　

「
非
常
大
権
発
動
の
解
除
乃
至
帝
国
憲
法
へ
の
復
原
等
の
た
め
の
公
権
的
措
置
の
具
体
的
形
式
と
し
て
は
、
非
常
大
権
発
動
の
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形
式
と
同
様
、
憲
法
上
の
制
約
は
な
く
、
従
っ
て
、
一
定
の
形
式
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
、
現
在
の
公
権
解
釈
上

憲
法
に
従
っ
て
最
高
法
規
と
み
な
さ
れ
て
い
る
日
本
国
憲
法
の
基
礎
の
上
に
立
っ
て
、
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
の
決
議
に

よ
る
も
よ
し
、
憲
法
の
最
高
解
釈
権
を
有
す
る
最
高
裁
判
所
の
決
定
に
よ
る
も
よ
し
、
或
は
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
基
づ
く
天

皇
の
国
事
行
為
と
し
て
の
憲
法
改
正
一
実
質
的
に
は
憲
法
復
原
だ
が
、
形
式
的
に
は
あ
く
ま
で
憲
法
改
正
と
し
て
一
の
公
布
と
い

う
形
式
を
と
る
も
よ
し
、
更
に
は
、
日
本
国
憲
法
に
何
ら
拘
束
さ
れ
ず
、
直
ち
に
伝
統
的
な
国
体
法
の
本
来
の
姿
に
帰
っ
て
、
い

き
な
リ
、
最
前
の
方
策
と
し
て
は
、
国
会
の
決
議
に
基
づ
き
、
内
閣
が
そ
の
旨
を
上
奏
し
、
最
終
的
に
は
、
天
皇
の
詔
勅
と
い
う

形
式
を
と
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（
天
皇
三
六
〇
頁
）

　

な
お
、
小
森
『
憲
加
田
法
改
正
へ
の
王
道
』
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
社
、
一
九
八
八
年
） 

『
正
統
憲
法
復
元
改
正
へ
の
道
標
』

（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
も
参
照
の
こ
と
。
『
』

　

（
３
）
宇
加
田
順
三

　

宇
加
田
順
三
『
日
本
国
憲
法
の
解
釈
批
判
』
（
一
粒
社
、
一
九
六
五
年
）
を
と
り
あ
げ
た
い
。

ａ　

敗
戦
憲
法

　

宇
加
田
は
、
憲
法
の
成
立
形
態
論
と
し
て
、（
イ
）
独
立
型
（
口
）
解
放
型
（
ハ
）
革
命
型
（
ニ
）
敗
戦
型
（
ホ
）
非
常
型
に
部
類
し
た
。

そ
の
上
で
、

　

「
日
本
国
憲
法
は
、
憲
法
の
成
立
か
ら
み
れ
ば
、
疑
い
も
な
い
敗
戦
型
で
あ
り
、
敗
戦
と
い
う
時
代
の
所
産
で
あ
る
。
敗
戦
時
代
は
、

連
合
国
司
令
官
の
勢
力
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
が
故
に
、
日
本
国
憲
法
は
、
連
合
国
総
司
令
官
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
令
と
声
明
と
の
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間
に
成
立
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
」
（
同
上
四
二
頁
）

と
い
う
。
日
本
国
憲
法
の
成
立
状
況
に
つ
い
て
は
、

　

「
日
本
国
憲
法
制
定
の
沿
革
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
が
、
い
か
に
平
和
を
歌
い
、
人
権
を
叫
ん
で
も
、
日
本
国
憲
法
そ
の

も
の
は
、
当
時
の
政
府
、
議
会
、
及
び
い
わ
ゆ
る
自
由
主
義
的
支
持
層
の
、
無
気
力
、
無
抵
抗
、
無
節
度
か
ら
く
る
挽
歌
で
あ
る

に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
同
上
四
二
頁
）

　

「
日
本
国
憲
法
は
、
い
か
に
強
弁
し
よ
う
と
も
、
自
主
的
に
制
定
さ
れ
た
憲
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
即
ち
、
日

本
国
憲
法
は
、
日
本
国
家
が
固
有
の
意
思
に
基
づ
き
、
自
主
的
に
、
か
つ
、
積
極
的
に
定
め
た
憲
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
絶

対
に
で
き
な
い
。
」
（
同
上
一
〇
一
頁
）

と
し
て
、
日
本
精
神
の
欠
如
、
自
主
性
の
欠
如
を
問
題
視
し
て
い
る
。

ｂ　

日
本
国
憲
法
の
失
点

　

宇
加
田
は
、
日
本
国
憲
法
に
内
包
さ
れ
た
矛
盾
を
え
ぐ
り
だ
し
て
い
る
。

 

「
一
、
既
に
失
効
し
た
明
治
憲
法
第
七
三
条
の
改
正
手
続
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
は
、
そ
の
法
的
持
続
性
を
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
の
声
明
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
、
明
治
憲
法
第
七
三
条
の
手
続
に
よ
っ
た
が
故
に
、
形
式
的
に
欽
定
憲
法
と
い
い
得
る
が
、
日
本
国
憲
法
前
文
で
、
『
日
本
国

民
は
…
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
』
…
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
天
皇
欽
定
を
否
定
し
、
明
治
憲
法
第
七
三
条
の
手
続

に
反
す
る
結
果
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
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三
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
に
際
し
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
主
権
者
と
し
て
の
天
皇
の
大
権
に
影
響
を
与
え
る
が
如
き
何
等
の
要
求
を

も
含
ま
な
い
と
了
解
し
て
、
こ
れ
を
申
入
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
、
天
皇
の
地
位
と
権
能
と
に
大
き
な
変
動
を
生
じ
、
法
的
革
命
が

行
な
わ
れ
、
天
皇
に
虚
位
を
与
え
た
こ
と
。

四
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
示
に
依
り
、
国
民
は
主
権
者
と
な
り
、
天
皇
は
象
徴
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
国
を
対
外
的
に

代
表
す
べ
き
元
首
の
規
定
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
。

五
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
指
示
に
依
り
、
一
切
の
再
軍
備
を
禁
止
し
、
一
切
の
戦
争
を
放
棄
し
、
交
戦
権
を

も
認
め
ざ
る
に
至
っ
た
こ
と
。
」
（
同
上
一
〇
四
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
種
々
の
問
題
を
抱
え
込
ん
だ
日
本
国
憲
法
の
正
当
性
や
実
効
性
を
、
ど
う
み
て
と
る
か
。

ｃ　

効
力
問
題

　

帝
国
憲
法
の
改
正
手
続
は
、
占
領
軍
の
政
治
的
思
惑
か
ら
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

「
天
皇
統
治
権
の
連
合
国
最
高
司
令
官
へ
の
移
行
・
服
従
を
申
し
渡
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
天
皇
統
治
権
の
移
行
・
奪

取
は
、
明
ら
か
に
法
上
の
革
命
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
血
革
命
で
あ
リ
、
法
的
に
国
体

変
革
で
あ
る
。
と
い
う
場
合
に
、
帝
国
憲
法
か
ら
第
一
条
の
天
皇
統
治
を
失
っ
た
後
に
、
帝
国
憲
法
に
何
が
残
る
で
あ
ろ
う
か
。

帝
国
憲
法
第
一
条
の
失
効
は
、
直
ち
に
帝
国
憲
法
そ
の
も
の
の
失
効
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

よ
う
に
失
効
し
た
帝
国
憲
法
を
基
礎
と
し
、
帝
国
憲
法
の
改
正
を
行
な
う
こ
と
、
そ
の
実
際
に
お
い
て
、
日
本
国
憲
法
た
る
新
憲

法
を
制
定
す
る
こ
と
が
、
同
様
に
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
で
も
知
ら
な
い
筈
は
な
い
。
…
帝
国
憲
法
改
正
案
が
帝
国
議
会
の
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議
に
付
さ
れ
た
翌
六
月
ニ
一
日
の
マ
ッ
カ
ー
サ
一
声
明
の
第
二
項
、
本
憲
法
改
正
は
、
現
行
大
日
本
帝
国
憲
法
と
完
全
な
る
法
的

持
続
性
を
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
問
題
の
解
決
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
声
明
に
よ
っ
て
、
明
治
憲
法
の

復
活
を
承
認
さ
せ
、
明
治
憲
法
と
帝
国
憲
法
改
正
案
と
の
間
に
完
全
な
る
法
的
持
続
性
を
保
障
さ
せ
た
。
即
ち
、
こ
の
改
正
憲
法

は
、
依
然
と
し
て
有
効
明
治
憲
法
の
継
続
で
あ
リ
、
こ
の
有
効
な
明
治
憲
法
の
改
正
手
続
第
七
三
条
に
よ
リ
、
天
皇
の
発
議
に
基

づ
き
、
帝
国
議
会
の
議
に
付
さ
れ
て
、
自
主
的
に
審
議
採
決
さ
れ
た
も
の
で
あ
リ
、
声
明
第
三
の
い
う
よ
う
に
、
日
本
国
民
の
た

め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
）

　

占
領
後
、
占
領
軍
の
政
策
上
、
帝
国
憲
法
は
占
領
法
規
と
し
て
命
脈
を
た
も
っ
た
と
い
う
の
が
、
宇
加
田
の
解
釈
で
あ
る
。

　

「
連
合
国
司
令
官
が
、
い
か
に
本
憲
法
改
正
と
現
行
大
日
本
帝
国
憲
法
と
の
完
全
な
る
法
的
持
続
性
を
保
障
す
る
と
こ
ろ
の
声

明
を
発
し
て
も
、
既
に
無
条
件
降
伏
文
書
の
調
印
に
よ
っ
て
、
天
皇
統
治
権
の
連
合
国
最
高
司
令
官
へ
の
移
行
服
属
を
協
定
す
る

限
リ
、
そ
の
声
明
に
よ
っ
て
、
こ
の
協
定
を
破
り
、
中
断
さ
れ
た
天
皇
統
治
を
復
活
さ
せ
、
明
治
憲
法
の
効
力
を
再
発
さ
せ
る
こ

と
は
、
絶
対
に
不
可
能
の
こ
と
で
あ
る
。
既
に
中
断
さ
れ
た
天
皇
統
治
は
、
再
び
帰
ら
ず
、
既
に
失
効
し
た
明
治
憲
法
は
、
再
び

効
力
を
回
復
せ
ず
、
と
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
明
治
憲
法
は
、
憲
法
と
し
て
の
法
的
効
力
を
失
っ
た
が
、

連
合
国
最
高
司
令
官
の
占
・
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
占
領
法
規
も
亦
一
九
五
三
年
九
月
八
日
の
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
締
結
に
よ
リ
消
滅
し
た
が
故
に
、
占
領
法
規
と
し
て
の
明
治
憲
法
も
ま
た
こ
の
時
期
を
も
っ
て
、

完
全
に
消
滅
し
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
同
上
一
〇
七
頁
）

　

帝
国
憲
法
が
無
効
で
あ
っ
た
の
で
、
改
正
手
続
に
よ
っ
て
成
立
し
た
日
本
国
憲
法
も
効
力
を
も
ち
え
な
い
。

　

「
既
に
失
効
し
た
明
治
憲
法
の
改
正
手
続
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
の
無
効
は
、
余
リ
に
も
明
白
で
あ
る
。
」
（
同
上
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一
〇
七
頁
）

　

「
日
本
国
憲
法
の
効
力
に
疑
問
点
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
制
定
の
当
時
、
先
ず
憲
法
の
無
効
確
認
の
意
味
に
お
い
て

こ
れ
を
廃
止
し
て
後
、
新
日
本
国
憲
法
の
制
定
の
是
非
を
訴
う
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
或
は
、
明
治
憲
法
を
占
領
法
規
と
し
て
残

存
せ
し
め
、
そ
の
第
七
三
条
の
手
続
に
よ
っ
て
帝
国
憲
法
改
正
案
を
作
成
し
、
こ
れ
を
改
め
て
国
民
投
票
に
付
し
て
、
国
民
多
数

の
同
意
を
求
む
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を
と
っ
て
、
日
本
国
憲
法
の
効
力
問
題
を
解
決
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ

た
と
思
う
。
」
（
同
上
一
〇
八
頁
）

　

日
本
国
憲
法
の
効
力
を
確
保
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
終
的
に
は
国
民
の
意
志
に
問
い
か
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ｄ　

天
皇

　

天
皇
の
地
位
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
宇
加
田
は
、

　

「
日
本
国
憲
法
に
よ
れ
ば
、
天
皇
は
国
家
及
び
全
国
民
を
外
に
向
か
っ
て
代
表
し
得
る
元
首
の
地
位
を
与
え
ら
れ
ず
、
又
内
に

向
か
っ
て
国
民
の
首
長
た
る
君
主
の
地
位
も
与
え
ら
れ
ず
、
社
会
的
に
国
民
の
宗
家
的
地
位
を
失
い
、
道
義
的
に
神
格
を
否
定
し
、

一
国
民
た
る
に
過
ぎ
な
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
元
首
で
も
な
く
、
君
主
で
も
な
く
、
又
宗
家
に
も
あ
ら
ず
、
神
格
を
も
存
し

な
い
天
皇
が
、
全
国
民
総
結
集
に
対
応
し
得
る
も
の
、
全
国
民
総
結
集
を
証
拠
立
て
る
も
の
、
全
国
民
総
結
集
と
合
わ
せ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
象
徴
の
意
義
に
従
っ
て
い
え
ば
、
天
皇
は
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と

み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
象
徴
の
一
般
的
解
釈
に
よ
っ
て
み
て
も
、
元
首
、
君
主
、
宗
家
、
神
格
の
い
づ
れ
か
ら
も
否
定
さ

れ
た
天
皇
を
も
っ
て
、
抽
象
的
・
精
神
的
内
容
た
る
日
本
国
を
具
体
化
し
得
る
と
こ
ろ
の
具
象
的
な
実
在
的
な
実
物
と
し
て
み
る
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こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
」
（
同
上
一
一
五
頁
）

と
し
、
天
皇
の
象
徴
的
立
場
は
成
立
し
え
な
い
と
す
る
。

　

「
新
た
に
規
定
し
た
象
徴
と
し
て
の
天
皇
は
、
象
徴
に
対
応
し
得
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
天
皇
は
虚
偽
の
象
徴
で
あ

る
。
…
畢
境
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
は
、
占
領
政
策
遂
行
の
た
め
に
、
廃
止
に
も
な
ら
ず
、
と
い
っ
て
、
元
首
と
も
な
ら

ず
、
僅
か
に
象
徴
た
る
傀
終
っ
た
と
い
え
よ
う
。
」
（
同
上
一
一
五
頁
）

　

天
皇
の
地
位
も
、
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
創
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　

（
４
）
森
三
十
郎

　

森
三
十
郎
『
日
本
憲
法
講
義
』
（
明
玄
書
房
、
一
九
七
六
年
）
『
憲
法
開
眼
』
（
明
玄
書
房
、
一
九
六
八
年
）
を
み
て
み
よ
う
。

ａ　

学
説
批
判

　

森
は
、
日
本
国
憲
法
の
正
当
性
つ
い
て
、
そ
の
学
説
整
理
を
し
て
い
る
。

（
イ
）
欽
定
憲
法
説
に
つ
い
て
は
、

　

「
日
本
国
憲
法
の
定
立
行
為
、
い
わ
ゆ
る
全
面
改
正
な
る
も
の
が
、
果
し
て
合
法
的
改
正
行
為
と
考
え
得
ら
れ
る
か
甚
だ
疑
問

で
あ
る
。
」
（
講
義
四
〇
頁
）

（
ロ
）
民
定
憲
法
説
に
つ
い
て
は
、

　

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
及
び
附
属
文
書
の
内
容
か
ら
し
て
直
ち
に
国
民
主
権
の
確
立
が
帰
結
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
問
題
だ
か
ら
で
あ

り
、
こ
の
前
提
が
成
り
立
た
な
い
と
す
れ
ば
、
他
に
論
拠
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
結
局
は
、
帝
国
憲
法
の
改
正
過
程
に
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強
要
的
民
主
革
命
が
起
こ
、
既
存
の
憲
法
の
改
正
手
続
を
便
宜
上
借
用
し
て
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
と
で
も
解
す
る
外
は
な
か
ろ

う
。
」
（
同
上
四
〇
頁
）

（
ハ
）
協
約
憲
法
説
に
つ
い
て
は
、

　

「
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
原
案
の
採
択
に
つ
い
て
、
天
皇
と
国
民
と
が
対
等
の
立
場
に
お
い
て
協
定
し
た
と
見
れ
ば
。
協
約
憲
法
と
云
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
然
し
、
そ
こ
で
天
本
国
憲
皇
が
優
越
的
立
場
に
お
い
て
最
後
的
決
定
を
し
た
と
見
れ
ば
欽
定
憲
法
と
云
う
こ
と
に

も
な
る
し
、
又
、
逆
に
天
皇
の
意
思
は
姪
目
的
で
あ
り
、
消
極
的
で
あ
っ
て
、
国
民
の
意
思
が
終
局
的
決
定
的
で
あ
っ
た
と
見
れ

ば
、
民
定
憲
法
と
云
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
」
（
同
上
四
〇
頁
）

以
上
で
あ
る
。
森
は
、 

　

「
思
う
に
、
何
れ
の
説
に
も
、
一
長
一
短
が
あ
り
、
こ
の
異
常
な
占
領
憲
法
を
君
定
・
民
定
・
協
約
何
れ
か
の
範
型
に
入
れ
る

こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
こ
の
憲
法
の
実
質
的
制
定
権
者
は
、
最
早
、
天
皇
で
も
な
け
れ
ば
国
民
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
」

（
同
上
四
〇
頁
）

と
し
て
、
日
本
国
憲
法
は
、
「
外
発
的
政
治
勢
力
の
実
力
と
理
念
に
指
導
さ
れ
た
占
領
憲
法
」
（
同
上
一
一
〇
頁
）
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ｂ　

日
本
国
憲
法　

　

森
は
、
宮
沢
ら
の
八
月
革
命
説
と
は
異
質
な
上
か
ら
の
革
命
説
で
あ
る
。
だ
し
、
革
命
の
主
体
は
、
国
民
で
は
な
く
、
解
放
軍
で
あ

る
占
領
軍
で
あ
る
。

　

「
民
主
革
命
の
主
体
的
勢
力
は
固
よ
リ
占
領
軍
権
で
あ
リ
、
制
憲
権
の
主
体
は
実
質
的
に
は
も
は
や
内
発
的
政
治
勢
力
で
は
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
。
単
な
る
改
革
を
越
え
た
か
の
よ
う
な
民
主
革
命
の
主
体
的
優
勝
的
政
治
勢
力
は
わ
が
国
に
は
欠
如
し
て
い
た
。

従
っ
て
、
こ
の
革
命
は
作
ら
れ
た
か
革
命
で
あ
り
、
而
も
外
国
人
に
強
制
さ
れ
た
革
命
で
あ
る
。
而
も
こ
の
革
命
は
、
天
皇
の

伝
統
的
権
威
性
、
い
わ
ゆ
る
国
体
観
念
の
功
利
的
見
地
か
ら
す
る 

『
利
用
』
に
よ
る
上
か
ら
の
革
命
（R

e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
a
u
s
 
o
b
e
n

）

と
い
う
形
を
と
つ
た
。
」
（
同
上
一
一
〇
頁
）

　

森
に
あ
っ
て
は
、
〈
占
領
憲
法
説
一
上
か
ら
の
革
命
説
〉
と
の
融
合
論
と
な
っ
て
い
る
。
森
の
解
釈
で
は
、
帝
国
憲
法
は
そ
の
効
力

を
喪
失
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
軍
事
占
領
と
い
う
法
上
の
戦
争
状
態
の
下
で
、
占
領
軍
の
強
圧
に
よ
り
帝
国
憲
法
を
葬
る
」
（
同
上

一
一
八
頁
）
状
態
が
あ
っ
た
。

　

占
領
下
で
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
の
特
殊
性
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
。

 
 

「
一
、
暫
定
性

　

日
本
国
憲
法
は
、
軍
事
占
領
と
い
う
法
上
の
戦
争
状
態
の
下
に
お
い
て
、
連
合
国
司
令
官
の
強
要
に
よ
り
成
立
せ
し
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
日
本
国
人
の
自
由
な
意
思
決
定
に
よ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
偽
装
が
試
み
ら
れ
は
し
た
が
、
事
実
は
占

領
軍
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ヴ
を
と
リ
、
日
本
政
府
の
改
正
案
を
拒
否
し
て
自
ら
新
憲
法
草
案
を
作
成
し
こ
れ
を
強
要
し
た
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
憲
法
は
ド
イ
ト
連
邦
共
和
国
基
本
法
い
わ
ゆ
る
ボ
ン
基
本
法
と
同
じ
占
領
憲
法
で
あ
り
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
憲
法

で
あ
っ
て
、
初
め
か
ら
暫
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
…
日
本
国
憲
法
は
…
そ
の
暫
定
基
木
法
、
臨
時
憲
法
と
し
て
の
性
格
を
否
定

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
思
う
。

　

…
軍
事
占
領
は
、
敵
国
領
土
の
全
部
又
は
一
部
を
武
力
的
に
占
拠
す
る
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
被
占
領
国
の
主
権
が
失

わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
の
軍
事
占
領
は
、
そ
れ
が
合
意
に
基
く
軍
事
占
領
で
あ
リ
、
そ
の
期
間
が
長
期
に
亘
っ
た
が
、
矢
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張
り
軍
事
占
領
で
あ
る
こ
と
に
変
リ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
軍
事
占
領
と
い
う
の
は
本
来
、
暫
定
的
、
過
渡
的
、
一
時
的
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
よ
う
な
状
態
の
下
に
お
い
て
、
国
家
の
恒
久
的
な
制
度
を
変
改
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
ヘ
ー

グ
条
約
第
四
三
条
の
精
神
に
照
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
占
領
軍
司
令
官
が
、
た
と
え
軍
事
占
領
の
期
間
中
一
種
の
準
主
権
を
与

え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
軍
事
占
領
の
基
本
的
性
格
や
目
的
に
吻
合
す
る
範
囲
内
に
止
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

軍
事
占
領
の
期
間
中
に
、
被
占
領
国
の
基
本
法
を
改
廃
す
る
よ
う
な
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
…
成
立
し
た
新
憲
法
は
、
自
ら
軍
事

占
領
の
落
と
し
子
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
暫
定
的
・
臨
時
的
占
領
基
本
法
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
軍
事
占
領

が
終
れ
ば
、
当
然
そ
の
効
力
を
失
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
二
二
―
一
二
三
頁
）

　

森
は
、
軍
事
占
領
が
終
結
し
た
段
階
で
、
日
本
国
憲
法
は
効
力
を
失
う
と
考
え
て
い
る
。

　

「
二
、
軍
令
性
」

　

こ
の
日
本
国
憲
法
は
、
軍
令
又
は
軍
法
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
法
形
式
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
憲
法
は
確
か
に
憲
法
で

あ
る
。
然
し
、
実
質
的
に
見
れ
ば
、
軍
令
又
は
軍
法
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
…
憲
法
改
正
問
題
に
お
い
て
も
、
軍
事
命

令
の
形
式
は
意
識
的
に
避
け
ら
れ
、
日
本
側
の
自
主
的
意
思
に
基
い
て
憲
法
改
正
が
為
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
偽
装
が
試
み
ら
れ
て
。

少
な
く
と
も
こ
の
憲
法
問
題
に
関
す
る
限
リ
は
、
直
接
軍
政
が
と
ら
れ
た
の
も
同
然
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
う
い
う
内
容
を
作

れ
と
い
う
事
実
上
の
命
令
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
事
命
令
が
出
さ
れ
そ
の
軍
事
命
令
の
内
容
が
憲
法
と
し
て
の
内
容
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
日
本
国
憲
法
は
、
形
式
的
に
は
け
ん
ぽ
う
と
し
て
の
体
裁
・
内
容
を
持
っ
て
い

て
も
、
実
質
的
に
は
軍
令
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
の
法
的
性
質
に
お
い
て
憲
法
的
性
格
の
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
甚
だ
疑
問
で
あ
り
、
寧
ろ
行
政
法
的
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
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の
軍
令
憲
法
は
、軍
事
占
領
と
共
に
そ
の
効
力
を
失
う
べ
き
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
（
同
上
一
二
三
―
一
二
四
頁
）

　

森
は
、
日
本
国
憲
法
の
軍
令
説
に
も
言
及
し
て
い
た
。
占
領
憲
法
＝
占
領
軍
の
軍
事
命
令
に
よ
リ
成
立
と
の
構
図
で
あ
る
。

　

「
三
、
違
法
性

　

…
日
本
国
憲
法
の
定
立
行
為
は
、
最
早
適
法
な
憲
法
改
正
行
為
と
は
云
え
な
い
。
飽
く
迄
日
本
国
憲
法
が
帝
国
憲
法
の
改
正
手

続
を
踏
ん
だ
改
正
憲
法
で
あ
る
と
云
う
な
ら
ば
、こ
の
憲
法
は
少
な
く
と
も
改
正
の
限
界
＊
越
す
る
限
り
に
お
い
て
違
法
と
な
り
、

そ
の
効
力
は
否
認
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

…
日
本
国
憲
法
の
定
立
行
為
を
以
て
合
法
的
改
正
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
首
肯
出
来
な
い
。
全
面
改
さ
れ
正
は
違
法
で
あ
り
憲

法
改
悪
に
対
す
る
意
味
で
の
憲
法
改
正
が
為
さ
れ
た
と
云
う
こ
と
は
、
何
等
全
面
改
正
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
理
由
と
は
な
ら
な

い
。
又
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
は
何
等
憲
法
の
革
命
を
意
味
せ
ず
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
日
本
国
憲
法
の
定
立
行
為
の
違
法
性

を
否
定
す
る
見
解
は
誤
リ
で
あ
る
。
憲
法
改
正
権
に
依
っ
て
憲
法
制
定
権
力
の
所
在
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
基
礎
を
破
壊
す
る
の

不
法
を
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
る
国
民
主
権
の
確
立
を
援
用
す
る
こ
と
に
依
っ
て
否
定
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
及
び
関
係
文
書
は
意
味
の
広
い
政
治
的
文
書
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
八
月
民
主
革
命
を
帰
結
す
る

こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
」
（
同
上
一
二
五
―
一
二
六
頁
）

　

し
た
が
っ
て
、
日
本
国
憲
法
は
違
法
性
が
あ
る
。

　

「
四
、
革
命
性

　

帝
国
憲
法
と
日
本
国
憲
法
と
の
間
に
は
、
法
内
容
的
な
継
続
性
は
な
い
。
…
大
日
本
帝
国
と
日
本
国
の
国
家
型
態
又
は
統
治
型
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態
は
明
ら
か
に
変
革
さ
れ
た
。
…
両
者
の
間
に
法
的
継
続
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
形
式
的
手
続
上
の
こ
と
で
、
帝
国
憲
法

の
第
七
三
条
が
両
者
を
つ
な
ぐ
法
的
鎖
と
な
っ
て
い
る
。
然
し
…
事
実
的
政
治
権
力
が
既
存
の
憲
法
を
破
砕
し
て
新
憲
法
を
作
り

あ
げ
た
の
で
あ
り
、
帝
国
憲
法
第
七
三
条
は
、
こ
の
憲
法
の
革
命
を
偽
装
す
る
合
法
の
衣
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

…
こ
の
憲
法
は
…
新
た
に
制
定
さ
れ
た
革
命
憲
法
で
あ
り
、
民
定
憲
法
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
帝
国
憲
法
改
正
の
過

程
に
お
い
て
事
実
上
の
革
命
に
移
行
し
、
そ
の
全
面
改
正
が
完
結
し
発
行
し
た
日
に
憲
法
の
革
命
が
実
現
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
を

得
よ
う
。
」
（
同
上
一
二
六
―
一
二
七
頁
）

　

上
か
ら
の
、
つ
ま
リ
占
領
軍
主
導
の
革
命
で
あ
る
と
、
森
は
み
て
い
る
。

ｃ　

復
原
論

　

森
三
十
郎
『
天
皇
論
考
』
（
一
九
六
九
年
）
に
あ
っ
て
、
天
皇
制
論
を
展
開
し
て
い
た
。

　

「
王
（
大
王
、
大
君
は
、
天
の
下
「
シ
ロ
シ
メ
ス
」
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
で
あ
り
、
諸
々
の
「
ミ
コ
ト
」
の
中
で
、
天
の
下
を
シ

ロ
シ
メ
ス
（
知
食
）
ミ
コ
ト
が
即
ち
天
皇
で
あ
っ
た
。
「
シ
ロ
シ
メ
ス
」
と
は
、
「
シ
ラ
ス
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
く
、
先
ず
「
知

る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
ス
メ
ル
」
と
は
、「
統
ベ
ル
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
統
一
、
統
合
、
統
括
、
統
率
の
意
で
あ
る
。

即
ち
、
国
政
を
「
知
リ
」
国
政
を
「
統
べ
る
」
命
が
、
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
、
ス
メ
ロ
ギ
、
ス
メ
ラ
ギ=

天
皇
で
あ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

又
、
天
皇
の
統
治
は
「
マ
ツ
リ
ゴ
ト
」
と
も
い
わ
れ
て
来
た
。
神
々
を
祭
る
こ
と
は
、
同
時
に
国
政
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
祭
祀

と
政
治
は
結
合
し
て
一
如
に
な
っ
て
い
た
。
宮
中
、
府
中
の
事
は
、
い
ち
い
ち
御
先
祖
様
似
報
告
申
上
げ
、
神
々
の
加
護
を
記
念

し
て
万
民
の
弥
栄
を
大
御
心
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
万
民
も
亦
之
に
倣
い
、
神
棚
を
祭
っ
て
今
は
亡
き
御
先
祖
様
に
仕
え
る
の
で
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あ
る
。
同
祖
信
仰
・
祖
先
崇
拝
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

家
国
の
理
念
を
思
考
し
て
来
た
民
族
共
同
体
に
於
て
は
、
其
の
核
心
を
な
す
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
が
、
恰
か
も
、
家
族
に
於
け
る
父

子
の
よ
う
に
、
万
民
を
赤
子
と
考
え
て
国
を
治
め
民
を
撫
育
す
る
の
で
あ
る
。
父
の
理
念
は
、
神
的
愛
に
近
い
親
の
子
に
対
す
る

絶
対
の
慈
愛
で
あ
る
が
、
天
皇
は
、
家
国
の
父
と
し
て
仁
愛
の
心
を
も
っ
て
民
に
臨
む
の
で
あ
る
。
民
も
亦
、
子
が
親
を
慕
う
よ

う
に
、
天
皇
様
に
斎
き
奉
る
の
で
あ
る
。
」
（
論
考
三
八
頁
）

　

民
族
国
家
観
が
う
か
が
え
る
。
日
本
国
憲
法
で
規
定
し
た
象
徴
天
皇
制
に
つ
い
て
は
、
「
マ
ッ
カ
ァ
サ
ー
偽
憲
法
の
定
め
る
象

徴
天
皇
、
名
目
的
国
事
機
関
と
し
て
の
天
皇
は
、
完
全
に
民
主
的
君
主
制
の
範
型
に
属
せ
し
め
て
い
る
」
（
40
）
が
、
そ
も
そ
も

は
天
皇
制
は
純
粋
君
主
制
で
あ
る
。

　

「
（
１
）
第
一
に
天
皇
制
は
単
な
る
実
力
的
権
威
に
立
脚
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
…
実
力
性
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
権
威
性
に
立

脚
し
て
い
た
。
其
の
権
威
性
は
単
な
る
人
格
的
権
威
や
実
力
的
権
威
で
は
な
く
し
て
、
民
族
と
し
て
の
同
質
性
融
和
性
に
根
ざ
す

精
神
的
権
威
、
血
統
的
権
威
伝
統
的
権
威
で
あ
っ
た
。
故
に
、
日
本
の
君
主
制
は
外
国
の
君
主
制
と
比
較
し
て
、
非
権
力
的
君
主

制
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
」
（
同
上
四
八
―
四
九
頁
）

　

「
（
２
）
第
二
に
、
日
本
の
君
主
制
ほ
、
其
の
根
底
を
深
く
民
族
同
胞
の
血
と
其
の
上
に
据
え
て
い
た
。
個
人
と
国
域
は
国
家
の

自
然
的
基
礎
で
あ
る
が
、
天
皇
制
は
此
の
自
然
の
大
地
の
上
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
…
大
和
民
族
は
、
お

の
ず
か
ら
固
有
の
精
神
的
文
化
的
伝
統
を
形
成
し
て
来
た
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
制
は
そ
う
い
う
国
の
自
然
的
基
礎
の
上
に
、
幾
千

年
の
試
練
を
越
え
て
命
脈
を
保
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
共
同
の
血
と
共
同
の
土
、
其
の
地
盤
の
上
に
、
民
族
の
首
長
と
し
て
万
世

一
系
の
天
皇
が
上
に
立
ち
、
万
民
の
胸
の
中
に
生
き
る
中
心
生
命
と
し
て
父
祖
の
国
を
背
負
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
…
日
本
の
君
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主
制
は
、
比
較
的
に
民
族
的
君
主
制
、
自
然
的
君
主
制
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
見
て
よ
く
、
国
家
の
秩
序
と
安
定
の
中
心
、
民

族
の
統
一
性
と
団
結
の
核
心
と
し
て
勝
れ
た
機
能
を
果
し
得
る
長
所
が
あ
る
こ
と
を
忘
却
し
て
は
な
る
ま
い
。
」
（
同
上
四
九
―

五
〇
頁
）

　

「
（
３
）
第
三
に
、
日
本
の
君
主
制
は
、
自
存
的
・
主
権
的
君
主
制
で
あ
っ
た
。
…
国
家
統
治
の
面
に
於
て
は
一
君
万
民
で
あ
リ
、

天
皇
と
国
民
と
は
絶
対
的
に
分
離
せ
ら
れ
て
い
た
。
…
日
本
は
一
系
の
天
皇
と
共
に
終
始
す
べ
き
国
家
で
あ
っ
た
。
…
天
皇
は
超

越
的
最
高
者
で
あ
り
、
…
人
格
を
越
え
た
神
格
を
有
す
る
も
の
と
し
て
臣
民
群
類
の
上
に
依
り
、
絶
対
的
唯
一
者
と
し
て
君
臨
す

る
の
で
あ
る
。
現
入
神
と
称
せ
ら
れ
、
至
参
と
称
せ
ら
れ
『
み
こ
と
』
の
『
み
こ
と
』
な
る
が
故
に
『
す
め
ら
み
こ
と
』
と
称
せ

ら
れ
る
理
。
」
（
同
上
五
四
頁
）

　

「
（
４
）
第
四
に
日
本
の
君
主
制
は
家
族
的
君
主
制
で
あ
っ
て
、
著
し
く
ゲ
ア
マ
ン
ノ
シ
ャ
フ
ト
リ
ッ
ヘ
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

所
謂
家
族
主
義
国
家
観
に
基
づ
く
天
皇
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
臣
民
間
の
親
近
性
は
父
子
の
親
近
性
に
擬
せ
ら
れ
た
。
」
（
同
上

五
二
頁
）

　

「
（
５
）
第
五
に
、
日
本
の
君
主
制
は
、
民
族
の
固
有
の
神
観
に
基
づ
い
て
い
た
。
神
社
神
道
は
民
族
的
公
教
で
あ
り
、
天
皇
制

の
支
柱
を
な
し
て
い
た
。
…
そ
の
民
族
教
が
所
謂
祭
政
一
致
が
国
制
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
皇
は
此
の
民
族
教
の
最
高
祭

主
の
地
位
に
あ
リ
、
神
々
の
祭
祀
と
国
の
統
治
と
が
結
合
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
…
日
本
民
族
は
其
の
首
長
た
る
天
皇
に
神
格

を
見
、
現
人
神
た
る
絶
対
的
唯
一
者
を
立
て
て
、
そ
こ
に
民
族
の
志
向
す
る
理
想
の
映
像
を
望
見
し
た
の
で
あ
り
、
一
種
の
倫
理

的
理
想
国
の
実
現
を
夢
見
て
来
た
の
で
あ
る
。
」
（
同
上
五
三
―
五
四
頁
）

　

天
皇
制
を
中
心
と
し
た
国
家
づ
く
リ
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
が
、
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
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